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研究成果の概要（和文）：本研究は、日本と諸外国の地方自治体におけるスポーツ振興計画の政策形成過程およびその
実施効果を国際比較の視点から明らかした。日本の３自治体と６カ国に対して文献調査とウェブ調査および現地でのフ
ィールド調査を実施した。主要調査項目は、①地域スポーツクラブ、②青少年活動プログラム、③公共スポーツ施設、
④スポーツ振興計画の政策形成手順であった。主な結果は、(1)ドイツ・オランダ・英国では地域スポーツクラブがス
ポーツデリバリーの役割を果たしているが、アジア諸国ではあまり機能していない。(2)極東アジア3カ国以外の国々は
、青少年のスポーツ参加を最重要課題として生涯スポーツ振興計画を進めている。

研究成果の概要（英文）：This research study attempted to compare the similarities and differences of 
development processes and effects in regard to Sport for All promotion plans among three selected local 
authorities in Japan and six countries such as UK, Germany, the Netherlands, Singapore, Taiwan, and 
Republic of Korea. . The collection of data was carried out through literature review, internet and face 
to face interviews. Selected topics in relation to the Sport for All promotion plans were (1) positioning 
and functions of community sports club, (2) levels and positioning of youth sport programs, (3) 
construction and management of public sports facilities, and (4) structures and procedures of policy 
development. The main results were (1) community sport clubs in European nations function well as sport 
delivery whereas the Asian counterparts do not; and (2) youth sport programs have been the nuclear of 
promotion plan in European nations but not as much for the far east Asian countries.

研究分野： スポーツ社会学
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１．研究開始当初の背景 
スポーツに関わる政策や振興計画が成立した

背景やその過程、政策評価に関わる学術的な議
論は、わが国では 1970 年頃から行われてきた

（中山，2000）。2000 年代においては、地域
を基盤とした組織づくり、スポーツによる地域
活性化の社会的・経済的・身体的効用といった

視点からの成果評価が主流となっている（川
西・野川他，2005～2007；川西ら，2000～2002；
伊藤・山口他，2002 他）や、こうした地域を基

盤とした組織づくり、スポーツによる地域活性
化の社会的・経済的・身体的効用、地域内のス
ポーツ関連組織間の連携体制や行政によるスポ

ーツ振興体制への着目、及び地域活性化とスポ
ーツとの関連などに関する知見が蓄積されるよ
うになった。 
スポーツ政策の成果評価という観点からは、

かつて池田（1998 & 1999）は、わが国の政策
動向だけを概観するにとどまらず、諸外国のス

ポーツ振興政策に関する議論や、近年の政策動
向のレビューおよび把握といった国際比較アプ
ローチの必要性に言及した。その一方で、スポ

ーツの国際比較研究では単に類似点や相違点を
検証するだけではなく、他国で見られた政策失
敗を避ける機会につながるとの指摘（Houlihan，
1997）から、スポーツ政策に関する国際的な研
究動向を捉えることの重要性が示されている
（池田，1998 & 1999）。 
だが、国際比較的アプローチにより、実質的

な政策実施を担う地方自治体に焦点を当てて生
涯スポーツ振興計画の政策形成過程を検証した

実証的な調査・研究の蓄積は、スポーツに関す
る国際的な学術領域においても決して十分とは
言えない。 
 

２．研究の目的 
本研究の目的は、わが国並びに諸外国の地方

自治体におけるスポーツ振興計画の政策形成過
程およびその実施効果を国際比較の視点から明
らかにすることである。具体的な調査項目とし

ては、①地域スポーツクラブの位置づけと機能、
②レベル別の青少年活動プログラム、③公共ス
ポーツ施設の管理運営法と建設・改修、④スポ

ーツ振興計画の政策形成手順と体制に絞った。 

 
３．研究の方法 
 本研究は、生涯スポーツ先進国（英国、ドイ
ツ、オランダ、シンガポール）と極東アジア（韓

国、台湾）における生涯スポーツ振興計画とス

ポーツ政策の現状と今後の方向性について文献
調査を基にして、ウェブ調査とフィールド調査
を実施した。日本の地方自治体の生涯スポーツ

振興計画については、本研究者が委員またはア
ドバイザーを務めている政令指定都市、地方都
市、東京特別区の 3 カ所において第 1 次資料を

収集するとともに、ヒアリング調査を実施した。 
 
４．研究の成果 
(1) 年次毎の研究成果 
①2012 年度 
先行研究のレビューと本プロジェクトの前年

から実施していた国際比較調査（笹川スポーツ
財団研究助成，2013）を基にして、シンガポー
ルの革新的なVision 2030 の立案過程に関与し

た Dr. John Wang（シンガポール南陽工科大学
教授）にヒアリングを行うとともに、韓国・台
湾・マレーシア等のアジア諸国とのネットワー

ク構築を行った。アジア諸国では、地方自治体
が独自にスポーツ振興計画を立案することは稀
であることが明らかになった。そして、部分的

ではあるが，これらの知見を障がい者と健常者
の一元化推進策およびスポーツカルチャーの浸
透度のアジアにおける国際比較として笹川スポ

ーツ財団の報告書 SSF スポーツ政策研究に発
表した。 
また、ベルギーのブリュッセル自由大学の

Marc Theebom教授および彼の研究プロジェク
トチームのメンバーと地方自治体の生涯スポー
ツ振興計画の政策形成過程および効果測定に関

する情報交換を通して、ヨーロッパの生涯スポ
ーツ先進国においても地方自治体が独自にスポ
ーツ振興計画を立案することは少ないことが判

明した。 
②2013 年度 

2013 年 3 月末に野村総合研究所から「地方

スポーツ政策に関する調査研究」（文部科学省の
委託調査）の報告書が発表され、スポーツ推進
計画を策定・見直しする際の課題が指摘された。

そこで自治体調査に関しては、国内においてス
ポーツ振興計画に沿ってスポーツ振興計画を立
案実施いている東京都を中心とした調査計画に

切り替え、東京都における地域スポーツクラブ
実態調査のパイロット調査を進めた。また、総
合型地域スポーツクラブと公共スポーツ施設の

管理制度を中心に、地域スポーツクラブ振興事
業の歴史的変遷と効果測定についての文献研究
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と調査研究を進め、生涯スポーツ学研究と

Juntendo Medical Journal に投稿し、掲載され
た。 
③2014 年度 
テロ活動が活発化したことから、企画してい

た国際シンポジウムを断念し、研究計画を 1 年
間延長することとした。ただし、2013 年度に東

京都広域スポーツセンターと連携した実態調査
のデータと文献研究をまとめ、日本における生
涯スポーツ政策の形成過程に焦点を絞って、学

会での口頭発表および Asia Pacific Journal of 
Sport and Social Science に投稿し掲載された。 
また、日本の総合型地域スポーツクラブ政策

に刺激された韓国政府が、日本のスポーツ立国
戦略に位置づけられている『拠点クラブ』構想
を韓国で推進するために、韓国スポーツ科学研

究所（Korean Institute of Sport Science）が国
際シンポジウムを企画し、本研究者が “Policies 
and Upcoming Measures related to 
Comprehensive Community Sports Clubs in 
Japan”を基調講演で発表した。    
④2015 年度 
ヨーロッパだけでなくアジアにおいても国際

テロ事件が続く中、国際シンポジウムの開催を
取りやめ、研究対象国の各関係団体と大学機関

へのヒアリング調査を実施した。日本と台湾以
外は、大学研究機関がスポーツ振興計画の企
画・策定過程に強く関与しているからである。

調査事項と調査対象は次の通り。 
地域スポーツクラブの位置づけと機能：英・

独・蘭・韓、レベル別の青少年活動プログラム：

星（シンガポール）・英・蘭・独、公共スポーツ
施設の管理運営法と建設・改修：星・台・英・
独、スポーツ振興計画の政策形成手順と機構。

これらの情報に加え、日本の3自治体から入手
したスポーツ審議会などの一次資料を整理した。
これらの知見は、(2)に記載した。また、これら

の知見をまとめ、日本体育学会（8 月下旬）と
日本生涯スポーツ学会（11月上旬）において発
表予定である＜現在は募集のみで確定していな

い＞。 

 
(2) 振興計画項目別の研究成果 
①地域スポーツクラブの位置づけと機能 
自治体におけるスポーツ政策を地元で実施す

る Sport Delivery は地域スポーツクラブであ

る。特に、ドイツ、オランダは移民を数多く受
け入れている多民族国家となりつつあることか

ら、移民や難民の社会的内包（Social Inclusion）
のツールとして地域スポーツクラブの社会的存
在が認知され、地域スポーツクラブの持続的発
展を支援するスポーツ政策がとられている。英

国もドイツ・オランダほどではないが、地域ス
ポーツクラブをSport Deliveryとして活用する
方策を続けおり、4,000 クラブを新設する政策

を進めている。各国では、若者のスポーツクラ
ブ離れと青少年のスポーツ離れ傾向が続いてい
ることから、ターゲット年齢を引き下げて学校

を拠点として地域スポーツクラブと連携を図り、
学校施設を活用しながらアクティブな青少年の
育成にシフトしている。 
韓国では、日本の総合型地域スポーツクラブ

政策を参考にして拠点型スポーツクラブ（30 カ
所）をまず創設・育成してから順次クラブ数を

増加するアプローチをとっている。シンガポー
ルと台湾は地域クラブの振興策は進めていない。 
②レベル別の青少年活動プログラム 
青少年の活動プログラムは振興計画の中核と

なる。極東アジア 3 カ国（日本、韓国、台湾）
以外の国々は、青少年のスポーツ参加を最重要

課題として生涯スポーツ振興計画を進めている。
オランダが進めた「WhoZNezt」プログラムは、
ロジャー・ハートの『参画の梯子』モデルを基

にして策定され、10 代の中高生にスポーツ活動
やスポーツクラブの運営管理を自主的に取り組
ませる画期的なプログラムで成果を上げている。 
 英国も児童・生徒・青少年をターゲットとし
た振興施策「Creating a sporting habit for life: A 
new youth sport strategy」に力を入れている。

英国だけでなくシンガポールでも、生涯スポー
ツというレベルだけでなく、競技スポーツの振
興と抱き合わせたスポーツ政策を展開している。 
 スポーツ振興計画の主流は「スポーツへの誘
い（LTP）」からスポーツタレント発掘を含め
たHigh Performance Sport Pathwayプログラム

に 舵 を 切 っ て い る 。 シ ン ガ ポ ー ル の
「 Periodisation Programme 」 と 「 Sports 
Excellence Scholarship (spexScholarship)」は

最も顕著な例である。日本もこれらの先例を踏
まえ、Pathway プログラムに着手している。ま
た、東京都や三島市の振興計画では、2020 年オ

リンピック・パラリンピックを強く意識した競
技スポーツ重視の振興計画である。 
③公共スポーツ施設の管理運営と建設・改修 
 生涯スポーツの振興の基盤となるスポーツ施
設の新築・改修に積極的に取り組んでいるのが、
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